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１．事業者の氏名及び住所 

1.1 整備主体 

名 称  関西高速鉄道株式会社 

氏 名  代表者 代表取締役社長 畑中 克也 

所在地  〒553－0003 大阪市福島区福島３丁目 14番 24号（福島阪神ビルディング 11階） 

 

1.2 営業主体 

① 名 称  西日本旅客鉄道株式会社 

  氏 名  代表者 代表取締役社長 長谷川 一明 

  所在地  〒530－8341 大阪市北区芝田２丁目４番 24号 

 

② 名 称  南海電気鉄道株式会社 

  氏 名  代表者 代表取締役社長 岡嶋 信行 

  所在地  〒542－0076 大阪市中央区難波５丁目１番 60号 

 

２．対象事業の概要 

2.1 対象事業の名称 

大阪都市計画都市高速鉄道 なにわ筋線 

 

2.2 対象事業の実施区域 

対象事業の実施区域は、大阪市北区、福島区、西区、中央区及び浪速区である。 

 

2.3 対象事業の概要 

大阪都市計画都市高速鉄道なにわ筋線は、2023年３月に開業した大阪駅（うめきたエリア）と、

ＪＲ難波駅及び南海本線の新今宮駅をつなぐ路線であり、ＪＲ阪和線、南海本線を介して西日本最

大の鉄道ターミナルである梅田ターミナル、大阪市の主要鉄道ターミナルである難波ターミナル及

び天王寺ターミナル、国土軸との結節点となる新大阪駅及び関西国際空港とを直結する機能を有し、

大阪都心及び京阪神圏の各拠点都市と関西国際空港とのアクセス性の強化等、広域鉄道ネットワー

クの拡充に資することを目的とした事業である（図 2.1参照）。 

事業計画の概要は表 2.1に、路線計画（計画平面図・計画縦断図）は図 2.2に、それぞれ示すと

おりである。  
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図 2.1 なにわ筋線による広域鉄道ネットワークの拡充 

 

表 2.1 事業計画の概要 

区 間 

路線区間 

（起点～終点） 

○共同営業区間：大阪駅(うめきたエリア)～(仮称)西本町駅 

（大阪市北区大深町～西区阿波座） 

○ＪＲ営業区間：（仮称）西本町駅～ＪＲ難波駅 

（大阪市西区阿波座～浪速区湊町） 

○南海営業区間：（仮称）西本町駅～南海新今宮駅 

（大阪市西区阿波座～浪速区戎本町） 

建設延長 複線約 7.2 ㎞ 

施設整備 

計画 

規 格 
軌  間 

電気方式 

1,067 ㎜ 

直流 1,500Ｖ（架空線方式） 

駅計画 （仮称）中之島駅、（仮称）西本町駅、（仮称）南海新難波駅 

運転計画 

(開業時) 

編成車両数 

運転本数 

列車種別 

走行速度 

６両、８両、９両編成 

560 本/日（最大想定） 

ＪＲ（特急系統、普通系統）、南海（優等列車、普通列車） 

最高速度 110km/h 

線路構造形式 複線 地下式約 6.5 ㎞ 掘割式約 0.3 ㎞ 嵩上式約 0.4 ㎞ 

事業計画 

事業スキーム 地下高速鉄道整備事業費補助による上下分離方式 

整備主体 関西高速鉄道株式会社 

営業主体 西日本旅客鉄道株式会社、南海電気鉄道株式会社 

輸送需要 約 24 万人／日 

工事期間 2019 年度から 2031 年度 

供用開始（開業目標） 2031 年春 

事業実施区域 大阪市北区、福島区、西区、中央区及び浪速区 
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（注）中之島駅、西本町駅、南海新難波駅は仮称。 

図 2.2 なにわ筋線の路線計画（計画平面図・計画縦断図） 

 

  

＜計画縦断図（大阪駅（うめきたエリア）～西本町駅～ＪＲ難波駅）＞ 

＜計画縦断図（西本町駅～南海新今宮駅）＞ 

＜計画平面図＞ 
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３．対象事業の実施状況 

国道２号開削部区間は準備工、中之島駅区間は準備工及び土留工、西本町駅区間は準備工及び土

留工、南海新難波駅立坑区間は準備工を実施した（図 3.1、表 3.1、表 3.2参照）。 

関係機関協議やその他調整により工程を見直し、2022 年度は北梅田立坑区間、JR 難波取付部区

間、南海新難波駅立坑区間（立坑工事）の工事は行われなかった。 
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図 3.1 工事区間 

：今回報告対象箇所 
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表 3.1 工事区間別工種別工程（全体） 
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表 3.2 工事区間別工種別工程（2022年４月～2023年３月） 
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４．対象事業に係る事後調査の項目及び手法 

今回の事後調査の実施項目は表 4.1に、建設工事期間中の事後調査内容は表 4.2に、それぞれ示

すとおりである。 

表 4.1 事後調査実施項目 

調査項目 調査内容 

建設工事中 

水 質 濁度、SS 

建設機械・工事関連車両の稼働状況 種類・型式別の稼働台数・稼働時間等 

建設機械の稼働に伴う騒音 騒音レベル 

建設機械の稼働に伴う振動 振動レベル 

廃棄物・残土 廃棄物量、掘削残土量 
 
 ：今回調査なし 

表 4.2 建設工事中の事後調査の内容 

事後調査項目 事後調査の手法 
事後調査の時期・ 

期間及び頻度 
評価指針 

水 質 

（濁度,SS） 

・調査地点：事業計画地の道頓堀川 

・調査方法：「水質汚濁に係る環境基

準」に定める方法 

*濁度については濁度計等を用いて計

測し、SSとの相関関係により管理

基準を設ける。 

ケーシングパイプ等

引抜き、仮締切内の

工事排水の期間中 

・濁度:1回/日以上 

・SS  :1回/週以上 

環境への影響

を最小限にと

どめるよう環

境保全につい

て配慮されて

いること 

建設機械・工

事関連車両の

稼働状況 

・調査地点：各工事区間（図 3.1参照） 

・調査方法：工事作業日報の整理等によ

る。 

建設工事中 

環境負荷の低

減に配慮され

た工程になっ

ていること 

建設機械の稼

働に伴う騒音 

・調査地点：敷地境界で建設機械の稼働

位置や周辺の土地利用の状

況、騒音が最大となると予

測される高さを踏まえ、適

切な調査位置を選定する。 

・調査方法：JIS Z 8731「環境騒音の表

示・測定方法」に準拠した

方法 

・各工事区間におけ

る工事最盛期の１

日 1） 

・工事時間帯につい

て、毎正時から、

10分間測定。 

特定建設作業

に係る騒音の

規制基準値(85

デシベル)以下

であること 

建設機械の稼

働に伴う振動 

・調査地点：敷地境界で建設機械の稼働

位置や周辺の土地利用の状

況を踏まえ、適切な調査位

置を選定する。 

・調査方法：JIS Z 8735「振動レベル測

定方法」に準拠した方法 

・各工事区間におけ

る工事最盛期の１

日 2） 

・工事時間帯につい

て、毎正時から、

10分間測定。 

特定建設作業

に係る振動の

規制基準値(75

デシベル)以下

であること 

廃棄物・残土 

・調査地点：各工事区間（図 3.1参照） 

・調査方法：再資源化の目標値等を設定

し、請負業者にその旨を指

示したうえで、それらの達

成状況や廃棄物等の発生量

を、請負業者の工事日報等

により把握する方法 

建設工事中 

発生量・排出

量の抑制及び

適切なリサイ

クル・処理が

なされている

こと 

（注）１．音源パワーレベルが最大になると考えられる工事内容の最盛期に実施する 

２．基準点振動レベルが最大になると考えられる工事内容の最盛期に実施する 

 ：今回調査なし 
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５．事後調査の結果及び検証 

5.1 建設機械・工事関連車両の稼働状況 

(1) 調査結果 

本報告書対象期間（2022 年４月から 2023 年３月まで）の建設機械の稼働状況は表 5.1 に、発生

集中箇所別工事関連車両交通量（大型車）は表 5.2に、それぞれ示すとおりである。 
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表 5.1(1) 建設機械の稼働状況 

 
※国交省指定対策型の表記 

 排ガス…オフ：オフロード法基準対策型、3 次：第 3 次基準対策型、2 次：第 2 次基準対策型、1 次：第 1 次基準対策型、記載なし：指定なし 

 低騒音…○：低騒音型、記載なし：指定なし 

トラック等の工事関連車両は、場内で稼働しているものを計上している。 

 ：今回該当なし 
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表 5.1(2) 建設機械の稼働状況 

 
※国交省指定対策型の表記 

排ガス…オフ：オフロード法基準対策型、3 次：第 3 次基準対策型、2 次：第 2 次基準対策型、1 次：第 1 次基準対策型、記載なし：指定なし 

低騒音…○：低騒音型、記載なし：指定なし 

トラック等の工事関連車両は、場内で稼働しているものを計上している。 

 ：今回該当なし 
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表 5.2 発生集中箇所別工事関連車両交通量（大型車） 
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(a) 建設機械 

(ｱ) 稼働状況 

稼働台数・時間は、工事区間ごとにみると、北梅田立坑～国道２号開削部（国道２号開削部）で

320 台・2,561時間、中之島駅で 9,332 台・25,175時間、西本町駅で 2,205台・4,893 時間、南海新

難波駅立坑で 2,036台・10,871時間であった。2022年度の合計は 13,893台・43,500時間であり、

2021年度と比較して、11,957台・36,244時間増加した。 

(ｲ) 大気汚染物質排出量 

稼働実績に基づき算出した大気汚染物質排出量は表 5.3に示すとおりである。 

表 5.3 大気汚染物質排出量算定結果 

 

 

(b) 工事関連車両 

発生集中交通量（大型車）は、北梅田立坑～国道２号開削部（国道２号開削部）で合計 578台、

中之島駅で合計 2,292 台、西本町駅で合計 844台、南海新難波駅立坑で合計 1,412台であった。 
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(2) 評 価 

(a) 建設機械 

大気汚染物質排出量を評価書での予測の前提条件から算出した連続する 12 か月の合計排出量の

最大値と比較した結果及び評価は以下に示すとおりである。 

北梅田立坑～国道２号開削部で 12か月連続合計最大窒素酸化物（NOx）排出量 12,124kg、浮遊粒

子状物質（SPM）排出量 377kg に対して、それぞれ 412.1kg（約 3.4％）、17.8kg（約 4.7％）、中之

島駅で 12か月連続合計最大 NOx排出量 12,815kg、SPM排出量 405kgに対して、それぞれ 7,508.4kg

（約 58.6％）、261.7kg（約 64.6％）、西本町駅で 12か月連続合計最大 NOx排出量 12,815kg 、SPM

排出量 405kg に対して、それぞれ 1,696.5kg（約 13.2％）、58.4kg（約 14.4％）、南海新難波駅立

坑で 12 か月連続合計最大 NOx 排出量 17,978kg、SPM 排出量 563kg に対して、それぞれ 2,217.6kg

（約 12.3％）、81.6kg（約 14.5％）であり、準備工が中心であったことから、予測数量を十分に下

回った。 

以上のことから、建設機械の稼働状況は問題ないと考える。 

 

(b) 工事関連車両 

稼働実績を評価書での予測に使用した連続する 12 か月の予測最大合計台数と比較した結果及び

評価は以下に示すとおりである。 

北梅田立坑～国道２号開削部で 12か月連続予測最大台数 6,003台に対して 578台（約 9.6％）、

中之島駅で 12か月連続予測最大台数 38,837台に対して 2,292台（約 5.9％）、西本町駅で 12か月

連続予測最大台数 47,500 台に対して 844 台（約 1.8％）、南海新難波駅立坑で 12 か月連続予測最

大台数 42,224台に対して 1,412台（約 3.3％）であり、準備工が中心であったことから、予測数量

を十分に下回った。 

以上のことから、工事関連車両の稼働状況は問題ないと考える。 
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5.2 廃棄物・残土 

(1) 調査結果 

本報告書対象期間（2022 年４月から 2023 年３月まで）の廃棄物、残土発生量及びリサイクル量

の調査結果は、表 5.4 に示すとおりである。 

表 5.4 廃棄物、残土発生量及びリサイクル量 

 

 

  



 

16 

(2) 評 価 

(a) 廃棄物 

本事業において、アスファルトがら 99％以上、建設混合廃棄物 60％以上の建設リサイクル率を目

指すとしている。 

南海新難波駅立坑以外の区間ではアスファルトがら・建設混合廃棄物についてリサイクル率が

100％となっており、南海新難波駅立坑においてもアスファルトがら 100％、建設混合廃棄物 85％で

本事業の目標値を達成している。また、着工区間の合計の累積値を見ても、リサイクル率はアスフ

ァルトがら 100％、建設混合廃棄物 94％となっている。 

アスファルトがら発生量の累積値は、中之島駅以外の区間では予測発生量以下となっているが、

中之島駅では予測発生量に対して約 124％の発生量となっている。この理由は、地下埋設物の試掘

が想定以上に必要となったためであるが、全量を再資源化施設に搬出することでリサイクル率は

100％となっている。 

 

(b) 残土・汚泥 

本事業において、掘削残土 80％以上、建設汚泥 90％以上の建設リサイクル率を目指すとしてい

る。 

施工範囲は必要最小限とし、建設副産物の発生が少ない工法を選定することにより、排出抑制に

努めた。 

 南海新難波駅立坑における汚泥（土留区間）のリサイクル率 90％以外は、着工しているすべての

区間においてリサイクル率が 100％となっている。また、着工区間の合計の累積値をみると、汚泥

（土留区間）は 98％と目標値を達成している。建設発生土は累計で 77％となっているが、準備工で

発生した表層部の残土が工事間流用など再利用できなかったためであり、事業全体で目標値である

80％以上を確保できるよう、発生抑制や再資源化率の向上に継続的に取り組むことにより、今後の

大規模掘削等を伴う工種に着工後は、予測したリサイクル率に収束していくと考える。 

  

以上のことから、廃棄物・残土については、概ね発生量の抑制及び適切なリサイクル・処理がな

されていると評価する。 

  




